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まちづくりフォーラム概要 

１．名称    

岸和田の地域力ってすごいんや ～市民（あなた）が主役のまちづくり～ 

 

２．目的 

岸和田市自治基本条例施行から４年が経過し、条例の内容や意義は広く市民に浸透して

いるのか、施行後のまちづくりはどう変わったのか。また条例は市民が主役のまちづく

りに貢献できているのか。これらについては定期的に検証をする必要がある。 

基調講演によってその基本理念である岸和田市自治基本条例の内容や制定の背景を知

り、身近な暮らしとの関わりを知ることで、改めて自治基本条例の存在を周知する。 

またシンポジウムでは、実際に条例の策定に関わった市民委員や市民団体の実践者を招

き、まちづくり活動の様子、想いを語っていただき、今後のまちづくり活動に向けた自

治基本条例の役割について考え、市民にとって身近な自治基本条例となるよう周知を図

る。 

 

３．概要 

（１）日時 2009年８月２日（日）13：30～16：30まで 

（２）場所 岸和田市立春木市民センター ３階多目的ホール 

（３）内容 

◆第１部 シンポジウム 

パ ネ リ ス ト：○次井 義泰氏（自治基本条例推進委員会市民委員） 

○稲富 信子氏（自治基本条例推進委員会市民委員・岸和田市

ボランティア連絡会副会長） 

○芦田 有香氏（泉の和プロジェクト企画責任者・地域創造プランナー） 

コーディネータ：○堀内 秀雄氏（和歌山大学理事兼副学長生涯学習教育研究センター長） 

◆講 談 「水戸黄門漫遊記、渡しの掟」 

講談師：○旭堂 南陽氏 

 

◆第２部 基調講演 「自治基本条例ってなあに。暮らしとのかかわり」 

講師：○富野 暉一郎氏（龍谷大学教授、前岸和田市自治基本条例推進委員会委員長） 

 

（４）参加人数：６９名 
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第１部 シンポジウム 

第１部 シンポジウム記録 

 

司会 

 皆さま、本日は大変お暑い中、お集まり

いただきましてありがとうございます。た

だ今から、平成２１年度まちづくりフォー

ラム、あなたが主役のまちづくり・岸和田

の地域力ってすごいんや、を開催いたしま

す。まず初めに、主催者を代表しまして、

野口聖岸和田市長より開会のご挨拶を申

し上げます。野口市長お願いいたします。 

 

市長 

 ただいまご紹介いただきました岸和田

市長の野口でございます。本日は非常にお

暑い中、またお休みのところ、まちづくり

フォーラムに、たくさんお集まりいただき

まして有難うございます。また富野先生、

堀内先生、ならびにパネリストのみなさ

ん、お忙しいところご出席いただきありが

とうございます。皆様方には平素から本市

のまちづくりに格別のご理解とご尽力を

いただいております。厚く御礼申し上げま

す。本日のテーマにもなっております岸和

田市自治基本条例は、平成１７年８月に施

行いたしました。早いもので４年が経過し

ました。本市ではこの条例を市の最高規範

と位置付けて、その考えに基づいてさまざ

まな施策に取り組んでおり、まさに市の憲

法といえるものです。この後の基調講演で

お話ししていただく富野暉一郎先生には、

この条例の策定段階では研修の講師とし

て、また第１期の自治基本条例推進委員会

では委員長として条例の体系化から建議

書のとりまとめまでご尽力いただきまし

た。厚く御礼を申し上げます。本日は自治

基本条例と暮らしのかかわりというテー

マで、皆様方の日常の生活におきまして、

この条例がどのような役割を持っている

のか、身近な事例を通してお話しをしてい

ただけると期待をいたしております。また

本市では市民のみなさんと協働し、市民自

治都市を実現するため様々な取り組みを

進めています。後半では実際に市民活動を

されている方の、まちを元気にしたいとい

う熱い思いなどをお話ししていただきま

す。どうか皆様方には最後までよろしくお

願いを申し上げます。それでは最後になり

ましたが、皆様のご健康ご多幸を祈念しま

して、簡単ではございますが私のご挨拶と

させていただきます。本日はご来場まこと

にありがとうございました。 

 

司会 

 市長ありがとうございました。それでは

フォーラムのほうに入っていきたいと思

いますけれども、第１部基調講演の富野暉

一郎先生のご到着が少し遅れております

ので、申し訳ございませんが、プログラム

の順番を変更させていただきまして、第１

部にシンポジウムをさせていただき、次に

講談、その次に基調講演という順番で本日

はさせていただきたいと思いますので、ご

了承下さいませ。 

 それではシンポジウム「やっぱり住みた

い岸和田のまち」に進んでまいります。こ

こからの進行は、和歌山大学理事兼副学長

でいらっしゃいます堀内秀雄先生に進行

をお任せしたいと思います。堀内先生どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

堀内氏 

 ただいまご紹介をいただきました堀内

です。改めまして皆さんこんにちは。座っ

て失礼をさせていただきます。先ほど打合

せしてましたら、富野先生がまだ京都を出
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第１部 シンポジウム 

たところだと。僕もいろんな講演とかシン

ポジウムのコーディネーターしてますけれ

ども、これだけ逆で進行するのは初めてで

ございますので、よろしくお願いいたした

いと思います。パネラーの皆様も富野講演

を聞いてからお話し合いをするということ

でしたが、心の準備はいいでしょうか？旭

堂南陽さん順番が狂いましてすいません。 

 ただいまからシンポジウムということ

で、今日は司会の方がおっしゃったように

３部構成でした。市長さんのご挨拶がござ

いまして、富野先生の「自治基本条例ってな

あに。暮らしとの関わり」というご講演が一

時間半あった後に、休憩を取って、講談師の

旭堂南陽先生から講談で自治基本条例の内

容を語っていただくということでありまし

たが、一番最後の第２部のシンポジウムか

ら始めることになりました。会場の皆様に

は富野先生のレジュメがＡ４裏表がござま

すので、それもお目通しいただき、同時に岸

和田市自治基本条例のＱ＆Ａ、タブロイド

版の資料もありますので、それをお目通し

いただきながら進めたいと思っておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、シンポジウムのテーマは「やっぱり

住みたい岸和田のまち」と、岸和田のまちの

住みやすさ、あるいは住み続けたい、住んで

よかったというまちにするにはどうすれば

いいかと、そこと自治基本条例の関係をで

すね、日頃様々な分野で市民活動をなさっ

ていただいている３人の方からお話をいた

だこうということであります。途中から富

野先生もお聞きになっていただくか分かり

ませんが、今日はまず皆様の向かって右側

から、次井さんと稲富さんと芦田さんの３

人のシンポジストに来ていただいておりま

す。自己紹介はお話いただくときについで

にいただくとして、私から３名の方のお名

前だけご紹介させていただきました。 

 進め方を簡単にご案内して、そして会場

皆さんにもご発言いただく時間を取りたい

と思います。今日は起承転結で進めようと

いうふうに打合せをしておりまして、まず

最初にパネラーの方の自己紹介と、私と自

治基本条例の関係についてお話しをいただ

きます。その次に岸和田のまちの住みやす

さ、地域力についてパネラーからお話しを

いただきます。それからその次に、住みやす

いまちではあるんだけれども、こういうと

ころに問題点があるのではないか、住みや

すさを高めるとか、地域力を高めるために

こういうところが課題では、というのをま

たパネラーの方からお話をいただいて、こ

の段階で会場の皆さんのご意見をお聞きし

たいと思います。パネラーの方と一緒です

よというご意見でも結構ですし、でもこう

いう見方もあるのではないですか、という

ふうなご提案もいただきたいと思います。

最後にパネラーの３人の方から、住みやす

い岸和田を作っていくために、この自治基

本条例をどう生かしていけばいいんだろ

う、私はこういう部署でこういう地域でこ
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第１部 シンポジウム 

ういう立場から、こういうことをやってい

きたいですよという決意を語っていただけ

ればなと思っております。だいたい流れは

こういうことです。よろしゅうございます

でしょうか。 

 皆さんは３０分から４０分くらい経った

らご発言の機会を与えますので、ぜひご準

備いただきたいと思います。それでは最初

に自己紹介と私と自治基本条例のかかわり

について、トップバッターは女性からいき

ましょうか。稲富さんよろしいでしょうか。

一人３分くらいでお願いいたします。 

 

稲富氏 

 私は今、岸和田市ボランティア連絡会、私

たちは略してボラ連と呼んでいますが、ボ

ランティアセンターに登録している２９の

グループ、４月で６６６名登録しています

が、そこで組織を作ってます。役員が現在２

２名おりまして、そのうちの一人が私です。

放し飼いのメタボ主婦で、ボランティアグ

ループ友垣と、ボランティアグループ落語

を楽しむ会と、ボランティアサロンで活動

しています。ここのチラシの中に、ボラン

ティア講座一覧表という中に、８月８日に

４代目桂文昇さんのたったひとり会と、８

月１５日にボランティアサロンがありま

す。そして８月２３日に受付にチラシを置

いてありますが、ボランティア講座ありま

すので、のびのびと放し飼いされている私

を見たい方、見たくない方もぜひお越し下

さい。私と自治基本条例の関わりは、ボラン

ティア連絡会から協働のまちづくり推進委

員会に出させてもらって、そこで自治基本

条例が大切だということを知り、自治基本

条例推進委員にならせていただきました。

それと自治基本条例が施行されて初めて、

総合計画ができるんですけど、そこにも関

わらせていただく機会があります、以上で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀内氏 

 ありがとうございました、みなさんお手

持ちのピンクの案内チラシを開けていただ

いた左下に、稲富さんのもう少し詳しいプ

ロフィールが載っております。では次に次

井義泰さんお願いいたします。 

 

次井氏 

 私の経歴等はそのチラシをご覧いただき

たいと思いますが、今現在、自治基本条例の

推進委員ということでやっております。自

治基本条例の中身については先ほど堀内先

生からお話しがありましたように、お渡し

したものとかをお目通ししていただくな

り、あるいはこれまでだいたいこんなこと

やということで、お聞きになっておられる

と思うんですけれども、大阪府では第１番

目に手掛けた、全国的に見ても７番目にこ

れに取りかかったということですね。全国

で自治基本条例あるいはそれに似た名前の

ものを作っておられるところが現在１８４

ありますけど、１７７５の市町村があると
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第１部 シンポジウム 

いわれている中の十分の一くらいですね。

その中で岸和田市はトップを走っていたと

いうことです。４年前から施行されており

ますが、策定作業そのものはその２年ほど

前から始まっており、私もその一員でござ

いました。学識経験者４人と市民委員が２

７名、そういう構成で２年かけて、月２回く

らいの割合で、毎回３時間くらい非常に熱

心な議論を積み重ねて、委員会としての案

をまとめあげて、市でそれを成案にしてい

ただいた。議会でも様々な議論をしていた

だいて可決したということでございます。

いろいろ作業していく中で市民アンケート

を取ったりとか、説明会・報告会をやったり

というふうに、充分に市民の意見が反映さ

れた条例です。自分たちの市政は自分たち

でやるんだというふうな心構えでやってで

きあがったものでございますが、そういう

経過をたどっておりますので、内容におい

てもそしてその経過自身も、岸和田市の憲

法と言われるにふさわしい非常に立派なも

のだと自負しております。その具体的な内

容については後ほど富野先生から講演があ

ると思いますけれども、そういうすばらし

い憲法を作る、それに加わらせていただい

たことを私自身としては非常に光栄に思っ

ております。また作っただけでは何にもな

らないということで、それをどんどん市政

に生かしていく、あるいは市民活動に生か

していくための推進委員にその後ならせて

いただきまして、現在二期目を迎えている、

という状況です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

堀内氏 

 ありがとうございました、次井さんはこ

の条例を作るプロセスの前の段階からずっ

と関わっておられて、作った後も推進委員

として活動されておられるということであ

ります。次に三人目の芦田さん、よろしくお

願いいたします。 

 

芦田氏 

 みなさんこんにちは、芦田有香と言いま

す。私と自治基本条例ということで、実はこ

のお話しをいただくまで、私正直言って自

治基本条例を知りませんでした。今日はパ

ネラーというお役目をいただいてこちらに

座らせていただいているんですけれども、

市民の一人として参加させていただいて、

自治基本条例って何やろうなということを

まず富野先生から勉強して、それからお話

ししようと思ってたんですけど。こういっ

たハプニングも講演会には付きものだとい

うことも勉強させてもらいながら、今実際

地域で私自身がやっていることに今後自治

基本条例というものが、考え方の基軸とし

て非常に重要になってくるのではないかと

思って、今からいろんなことを知りたいと

思っています。簡単に自己紹介をさせてい

ただきますと、私の両親は兵庫県丹波の東

芦田という所で生まれ育って、こちらに出

てきて、私は物心ついたときから岸和田に

住んでますので、ほぼＤＮＡは岸和田に染

まっています。小中高と公立を出て、大学は

梅花女子大学という、北摂のほうですね、大

阪の北のほうにある学校に 2 時間かけて

通ってまして、社会人になってからも大阪

市内で働いていました。それで出身はどこ

なんやと聞かれたときに、岸和田出身です

と答えたら、「あ～！…」って言われるんで

すね。そんな経験ありませんか？その点々

の先は何やろうと、ずーっと劣等感と言い

ますか、すごく自分で気になっていました。 
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第１部 シンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２００６年に仕事で三重県のほうに渡り

まして、そこで外から岸和田を見たときに、

自分の住んだまちがいいところちゃうかな

と改めて気付いて、帰ってきてから大阪市

内で仕事をしながらも、名古屋で仕事をし

たりしながらも、地元のことがすごく気に

なっていました。それでひょんな関係でＮ

ＰＯ法人泉州人という、今は実質あまり活

動できてないのですが、二色の浜の清掃活

動をするグループに入りまして、そこで初

めて地元の人とつながりを持つようになり

ました。その時にまち歩きをしたりとか、村

雨にパラパラ派とモチモチ派があると聞い

て食べ比べをしてみたり、もっと地元のこ

とが知りたいなあと思うようになりまし

た。そんな時に今日お配りさせていただい

てます「０７２４」という雑誌を作っている

メンバーと知り合って、地元の情報発信を

しようと、大阪府から地域創造ファンドと

いう助成金をいただいて作ってるんですけ

れど、地元の情報発信って今までそんなこ

とあまり見たことがなかったと思って、

ちょうど大阪観光大学の中尾先生の論文を

読んだ時に、このあたりの地元は地域資源

があるのにＰＲ力が弱い、ということも読

んだりしまして、何かできないかなと思う

ようになって、泉の和プロジェクトという

ものを立ち上げました。そこから今現在は、

かじやまち、昔の中央商店街というところ

なんですけれど、そこに事務所を置いて商

店街の活性化のイベントですとか、町家を

使った講座のイベントですとか、商店街の

ホームページを作ったりというＰＲのお仕

事をさせていただいております。よろしく

お願いします。 

 

堀内氏 

 ありがとうございました。次井さんは

ずっと内畑ですね、岸和田山手の地元の人

間の方で、稲富さんは堺からこちらへ移り

住まれた、岸和田だからアイターンという

ほど大層なものではないですけど。芦田さ

んは実質岸和田育ちだけれどもＵターンさ

れてこられた？（芦田氏：堺で生まれて岸

和田で育ちました）芦田さんが３０代、稲富

さんが４０？代、次井さんはウン十代です

ね、僕は今年で６０歳なんですよ。だから

ちょうど世代が違ったり、岸和田での住ん

でいる時間とか愛着度も違う、世代も性別

も違う方がパネリストにいらっしゃるとい

うことであります。今日は企画課の事務局

に聞きますと、町会長さんがたくさんおい

でいただいてるということですけど、会場

の属性をパネラーのためにお聞きしておき

ましょうか。現役の町会長さんか町会役員

経験者の方ちょっと手を挙げてください。

１５人くらいいらっしゃいます、ありがと

うございます。それでは行政関係の方。１５

人くらいですね。まちネットの方。まちネッ

ト関係も多いですね、１０人くらい。広報と

かチラシを見てこのテーマに興味を持って

来られた方。ありがとうございます、たくさ

んいらっしゃいますね。そうしましたら第
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２ステージのほうに行きたいと思います

が、事務局と打合せをしていて、今日は別に

私はパネラーとして何を言ってもいいとい

う約束で来ましたので、先ほどの次井さん

の話しで自治基本条例を大阪で１番、全国

で７番目に作ったということですが、会場

の皆さんは自治基本条例を５択で言ったら

どれくらいの理解度でしょうか？一番よく

知っているのが５で、３が普通ぐらいで、１

が全然知らないということでいくと、自治

基本条例があるのも知らなかった、今日初

めて聞いたという人、手を挙げてください。

いらっしゃいますね６人くらい、はいあり

がとうございます。勇気ある挙手でありま

す。聞いたことはあるけどあまり中身を知

らない方？これもかなり多いですね。では

自治基本条例のことやったら何でも知って

るという人？これは挙げる人が誰か分かっ

てました。ではだいたいは知っているとい

う人？はいありがとうございます、この程

度であります。それでは自治基本条例がで

きて４周年ということでありますが、次に

岸和田のまちの今の住みやすさ、岸和田ら

しくてここがいいというのと、ちょっとこ

こがもうひとつじゃないかなというとこ

ろ。今のセールスポイントと、ここはもうひ

とつだなというのを、二つずつくらい挙げ

ていただいたらありがたいでしょうか。会

場の皆さんの共感を得ることができるかど

うか分かりませんが、では次井さんからお

願いします。 

 

次井氏 

 先ほど会場の皆さんにお尋ねしていて、

挙手された以外の方もいらっしゃっと思う

んですが、私も知り合いの方とかに呼びか

けまして、今日もそういう方々がたくさん

来ていただいておりますことを、まずお礼

申し上げたいと思います。今、堀内先生から

ございました岸和田の住み良さ、地域力、そ

ういうのは私が申し上げるまでもなく、皆

さん方が日々実感しておられると思うんで

す。いいところばかりではないよ、またこう

いうところは直さないといけないというの

はあろうかと思いますけれども、全体的に

岸和田は住みよいところだと。市で調べた

アンケートの結果でも、岸和田にずっと住

み続けたいという人は、８割方おられるそ

うです。これは結構高い数字で、このまま岸

和田に住み続けたい、どうしても変わりた

いという人はほとんどおられないというく

らいの、それは私も実感しておりますけれ

ども、人情といい、色んなところで住みやす

いと思います。 

 自治基本条例との関連で言いますと、岸

和田市はその前文の中で、山から海まで

ずっと細長いところですが、非常に地勢的

にも恵まれていると書いており、葛城山の

ブナ林から、魚が大阪湾で一番よく獲れる

という春木港まで、非常にバラエティに富

んだ地域の特色があるいいところでありま

ページ 8 



 

 

第１部 シンポジウム 

す。だんじりとか、港まつりなどの新しい行

事も度々行われて、たくさん参加されてい

ますし、また葛城山頂の八大竜王社は雨乞

いですね、そこに参拝に行けばどんな干ば

つでもたちまち雨を降らせてくれる。また

塔原に葛城踊りが残っておりますが、そう

いう文化的な面でも非常に面白いところが

あります。いいところを挙げていけばきり

がありませんが、私が申し上げたいのは、今

や地方分権の時代であるということで、身

近な問題は住民自らで解決していこうとい

うことで、そのための基本になるものを作

ろうとした。当時の市長さんや引き続いて

今の市長さんもそうですが、それを元に市

政を運営していこうという力強いものが

あって、市民もそれに賛同して、私も手を挙

げて参加させていただいた。それに多数の

応募者があって２７人の市民委員で自治基

本条例を作った、そういうふうな土地柄で

ある。これは特に私はいい点だと思います。 

 そしてちょっと直さなければというとこ

ろは、そういう良さを住んでいる人々がそ

んなに意識していない。空気や水のように、

あって当たり前と思っているところがあろ

うかと思います。ですからそれはそうでは

ないんだと、周りを見回して岸和田にこう

いういいところがあるというところをどん

どん見つけて発信していく必要がある。自

治基本条例があるということも今日の

フォーラムでさらに普及すると思うんです

けれど、そういうところに気づいていない

ところがちょっと欠点かなと思います。そ

れと地場産業の振興であるとか、地産地消

とかが叫ばれておりますが、例えば山から

海まである土地柄でありますので、学校給

食に地元の食材をもっと提供していったら

いいのにとか思いますし、また堀内先生は

こちらのほうのご出身ですが、和歌山大学

が岸和田市のために一肌脱ごうじゃないか

ということで、色々な面で連携しています。

こういうことが案外知られておらなくて、

和歌山大学でさまざまな講座や講習をやっ

ていただいているのですが、そういうとこ

ろにもう少し市民の皆さんも参加して吸収

していくと、大学と行政と我々市民が連携

して発展していく形につながると思います

が、そういうところを掘り起こしていけれ

ばなあと思います。 

 

堀内氏 

 ありがとうございました。次井さんから

人情とか祭りとか、第一次産業とか文化と

か地形とか、そういう住みやすさの指標を

挙げていただきましたが、知られていない

価値というのか、あるいは時代の経過とと

もに新しい高等教育機関とか、産官学民の

連携の問題点、可能性があるというお話し

ですね。では次に芦田さん。 

 

芦田氏 

 二つということですので端的に言います

と、まちと自然、この二つと思うんですね。

この二つが共存してるところが岸和田のい

いところではないのかなと私は思います。

今度まちネットで話をされる江弘毅さん

も、「街的ということ」とか、「街場の理論」

とかをお話しされてますけれども、私、江さ

んと初めて会った時はほとんどだんじりの

話ばかりしてて、覚えていないんですが、ひ

とつ私の心に残ったのが、「顔と顔が担保に

なる社会がまちだ」とおっしゃったんです。

それ以来自分の心の中で、岸和田はそうい

うまちやなと非常に思うようになって、昔

母親からも隣近所に迷惑かけたらあかんと

か、近所に恥ずかしいことをしたらあかん

とか言われて、その時は非常に反発して、そ
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んなん関係ないとよくケンカをしたんです

けれども、そういう相手を思いやる心とか

人を気遣う心が育まれるというのは、その

まちに人がちゃんといることかなと、そう

いうまちが岸和田なのかなと思います。 

 自然は先ほど次井さんがおっしゃったよ

うに、すごく恵まれていると思うんです。私

自身も子どもの頃よく海に魚釣りに連れて

行ってもらったりとか、山に川遊びに連れ

て行ってもらったりとかの記憶があります

し、そういう記憶が子ども時代にあるとい

うことは非常に幸せなことじゃないかなと

思います。 

 反面、もうひとつやと思うところは、事足

りてしまうことで視野が狭くなるところが

あるんじゃないかなと思います。私自身も

住んでいて居心地がいいから、あまりその

大切さを感じることができなかったりと

か、次井さんがおっしゃっていたように、あ

たりまえのように思っていてそれを大事に

できていないとか、そういうことが今もう

一度見直さないといけないことかなと思い

ます。今「ケンミン（県民）ＳＨＯＷ」とい

う番組が流行っていますけれど、自分たち

のまちの特徴とか、これは守らなければな

らないということに改めて気づいて、どう

すればいいのかを考える時に、自治基本条

例というものがきっと基軸になってくるの

ではないかなと思います。 

 

堀内氏 

 芦田さん話しが上手いね。それでは稲富

さんどうぞ。 

 

稲富氏 

 岸和田というのは南海の特急ラピートが

停まる駅があって、子どもが小さいころは

山手のほうにまだ自然がたくさんあって、

よく子どもと遊びに行ったりしていまし

た。それとここに引っ越してきて、天の川と

いう名前の川があって、それがすごく印象

に残ってたんですけど、自主学習グループ

で少し調べたら結構歴史があって、久米田

池も歴史があって、岸和田はお城だけでは

なく、すごくあちこちに、山手のほうも含め

て歴史のあるまちだということ。それと地

域で活発に活動されている地域と、それと

縦割りの行政ならぬ横割りの地域があっ

て、閉鎖的で地域住民に開かれてない部分

があって、地域で格差が出ているというこ

ともありますが、活発な地域は地域住民を

巻き込んで活動されています。私は社協（社

会福祉協議会）に登録していますので、社協

の小地域ネットワークにボランティアグ

ループの肩書きで関わらせてもらっている

んですけど、山手の三田町なんかに行って

少し関わらせてもらうと、町会の役員さん

だけじゃなく子供会、老人会、婦人会、青年

団みんな巻き込んで小地域ネットワークで

高齢者に対していろんな催しをしてます。

海辺のほうでは大芝とか朝陽なんかが活発

に活動をされてるんですけれども、私が見

たのは活発なところと閉鎖的で住民を巻き

込まないところがあるなと感じました。 

 

堀内氏 

 はい、ありがとうございます。ラピートが

止まるまちという表現は初めて聞いたね。

今三人から、いいところは次井さんが包括

して言っていただきました。今日は富野先

生も講演のあとコメンテーターでお話しし

ていただこうと思ったんですが、いらっ

しゃらないので、ちょっと私のほうから、私

が感じる岸和田のよさと課題を少しお伝え
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しておきたいと思います。先ほど司会から

紹介をしていただきましたが、私昨日から

和歌山大学の理事に就任いたしました。７

月末で教授を辞めました。元々行政職でし

て、岸和田市役所でも最後に行財政改革の

担当をしましたが、えらい仕事になったな

あというふうに思っております。 

 岸和田の良いところは次井さんのお話し

に尽きるんですけれど、第一次産業もそう

ですが、インフラとか都市的利便性という

のは、私、和歌山県内津々浦々行ってますけ

ど、比較にならないですね。三都物語と言わ

れる京阪神にも近いですし、高速道路や鉄

道もありますし、経営的には非常に厳しい

かも分かりませんが、救急病院とか医療機

関とかですね、保育所とか学校とかも揃っ

ている。和歌山の田辺とか新宮地域の南紀

熊野に行っていると、交通過疎とか限界集

落とか、学校の統廃合とか、医療福祉の施設

がないとか惨憺たる状況で、それでも元気

ですが、岸和田は改めて、第一次産業やお祭

りも含めてですけれども、都市的な魅力も

ある快適なまちだなという感じが改めてし

ます。 

 問題点は、私も市役所のＯＢですが、最近

職員がちょっと元気がないのではと。ＯＢ

は自分がいた頃がよかったと言う体質です

が、ちょっと市役所がもう少し若い人とか

が、はつらつとしててほしいなというのが

ＯＢの感覚で、それから岸和田だけではあ

りませんけれども、また衆議院総選挙が行

われますが、構造改革とかいろいろ国や大

阪府の政策の影響を受けるので、相対的な

ものではありますが以前と比べますと、岸

和田の保育所は日本一だと言われていた頃

からすると、ずいぶん雰囲気も変わってき

ましたし、高齢者福祉とか障害者福祉のケ

アも、以前の水準が高かったというのもあ

りますが、少し落ちてきたかなあと。それか

らこれも岸和田市だけの責任ではありませ

んが、中心市街地の商店街とかですね、若者

の雇用の創出とかですね、いいまちはいい

まちなんだけど、このまま放置しておけば、

いいまちが続くということでもないだろう

と。現代的課題、弱いところにきちんと目を

向けると。そういう点では次井さんがおっ

しゃったように、よさを知らなさ過ぎると

か、自治基本条例とか和歌山大学等いろん

な高等教育機関が来てるよとか、そういう

資源をきちんと気付いて活用するというこ

とと、外からの社会経済状況で昔はうまく

対応できていたのに、今対応できていない

というのがもしあるとしたら、岸和田のだ

んじり祭りとか、町内会・自治会の結束の強

さとか市民協議会とかですね、地域で支え

あう、あるいは助け合う伝統は今日の問題

点にもっときちんとヒットして取り組んで

いく、それだけの底力のある地域ではない

のかなと思っています。 

 そこでパネラーの方に、いいところも課

題も分かったので、その中で特にもっと住

みやすくするために、地域力を高めていく

ために、これが大事やで、いろいろあるで

しょうけど、優先順位をつけてもらって、せ

いぜい二つ三つ、これからの岸和田の地域

づくり、まちづくりに私はここが大事だと

いうことを少し紹介していただきたいと思

います。数字を言うとちゃんと答えてくれ

る芦田さんから。 

 

芦田氏 

 ちゃんと答えられるか分かりませんが、

私の知り合いで生物学に詳しい人がいて、

その人が２１世紀は生物多様性の時代だと

おっしゃってたんですね。何かと言います

と、数字を持ってきましたが、今地球上で分
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かっている生物は１５０万種だそうです、

でも分かっていない生物は１０００万種も

あるんですね、で分かっている中から毎年

４万種が滅んでいっているそうです。そう

いう生物多様性という言葉から私が思った

のは、地域も多様性だということです。今地

方分権という言葉がよく聞かれますけれど

も、地方も多様性をもっともっと出してい

ければなあと思うんですね、結局はその個

人の個性に行き着くと思うんです。その地

域に住んでいる個人の個性が地域の個性に

なり、大阪の個性になり日本の個性になる。

ローカルからグローバルに向けて対応して

いくということが、地域力を高めることな

のかなあと、ちょっと抽象的なんですけれ

ども思っていまして、では具体的に何を大

事にしていけばいいのかなあと今回考えた

ときに、私の中に二つ大きなキーワードが

あります。 

 環境と観光、この二つを大事にしていき

たいと思っています。環境といっても大変

なことをするとか、電気を節約するとか、そ

ういうことも大事なんですけど、地元のも

のを買うといいますか、地元で出されたも

のを地元で買うと、地産地消という言葉が

出されていましたが、それはエコになるの

かなあと思います。フードマイレージとい

う言葉がありますけれども、輸送にお金が

かからない分、マイレージが低いというこ

とで、環境にも役に立つという考え方で、地

域で売られているものを食べる、同じもの

を買うなら地元で買う。そういうことが私

が今すぐにできることかなあと思ったりし

ます。そうすれば地元にお金が落ちて経済

が回る、一人一人がそれをやれば地元が元

気になる、活力になるのではと思っていま

す。 

 もうひとつは観光なんですけれど、今回

この０７２４で「泉州の遠足」という特集を

したんですけど、最後に「すぐ近くのどこか

遠くへ」というキャッチフレーズがあるん

ですね。遠くまで行かなくても遠くに行っ

たような気になれる、すごくいい場所が

いっぱいあるよということを再認識するん

ですけれども、これを出して反応が面白

かったのが、「行ったことがあるけどこんな

ふうに見てなかったわ」という声をいただ

きました。自分が毎日見てる場所が、こんな

ふうに見たら面白いなとか、視点を変えれ

ば作られた観光地に行くよりも近くでもっ

といいとこがあるってことに気づくんじゃ

ないかなと思います。今は岸和田に住んで

いないけど、遠くに住んでて岸和田のこと

が知りたいという人も多いと思うんです。

その人のために情報発信をしていけたらと

思ってます。関空がせっかくあるので、やっ

ぱりよくあるのが通り過ぎて大阪市内行っ

て道頓堀行ったり、京都行ったり奈良行っ

たりしてしまうのがもったいないと思う

じゃないですか。ちょっと立ち寄るぐらい

の魅力がいっぱいあるのに、全然生かしき

れていないというか、もっと地元の名物と

かおみやげを、関空から３０分で来てもら

えて、買ってもらえるのになと思ったりし

ます。そのキーパーソンになるのが若者と

女性。これから若者と女性がどんどん元気

になっていったらいいのにと思ってます。

私自身を含めてがんばりたいと思います。

以上です。 

 

堀内氏 

 はい、ありがとうございました。多様性、

環境・観光、若者・女性というキーワードで

言っていただきました。それでは稲富さん
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お願いいたします。 

 

稲富氏 

 ボランティア活動をしていると高齢者社

会を実感します。今日の会場を見てても、少

しだけしか若者がいない状態です。まちを

歩いていても、昔に比べたら、おじいちゃん

おばあちゃんの割合が多いように感じて、

ボランティアグループも前は障害者対象の

点訳とか、手話とかそういうグループが多

かったんですけど、今は高齢者対象とか環

境のグループが結構多くなっています。住

みやすくするために、小地域ネットワーク

というのがあるんですけども、社協とかボ

ランティアをもっと町会の人が活用して

いってくれればいいなと思います。高齢者

が抱える問題は今やその地域だけでは解決

できない状態だと思うので、新しい風を入

れる、よそ者を上手に使って活性化してほ

しいと思います。 

 それと地域格差といいますか地域住民の

情報格差があるかなと思います。市が市民

に向けて情報発信しますが、個々の市民に

情報って届きにくいと思うんです。個人が

市に対して意見を言おうにも、どこに行っ

てどうやって言ったらいいのか分からない

と思うので、行政と地域住民とのパイプ役、

つまり町会の役員さん、特に町会長のパイ

プ役がすごく重要ではないのかと思いま

す。町会長さんが聞いてきた情報を、今日で

したら自治基本条例が大事やということ、

すごくいいものなんだということを、また

地域に帰ってみなさんに伝えてほしい、そ

ういうことで活性化するのではと思いま

す。 

 

堀内氏 

 はい、ありがとうございました。小地域と

かボランタリー活動の話をしていただきま

した。それと行政と住民の協働の指針はあ

るんですけど、協働の橋渡しをする人、ずい

ぶんたくさんいらっしゃるのですが、それ

が行政と住民ではなくて行政と地域の架け

橋にもなれるような人材育成というか、

コーディネーターというのかキーパーソン

としてどう位置付けるかということだと思

います。では最後に次井さんお願いします。 

 

次井氏 

 最近アクティブシニアという言葉がある

ようでして、非常に高齢化社会の時代に

入ってきて、むしろ高齢化といわれる層の

人自身でもう少し活動をアクティブにとい

うことですが、今日この場にお越しの方は

そういう意味ではアクティブに活動されて

いると思いますが、そういうことが必要に

なってくると思います。 

 あと観光では、先日、山滝地区の市民協の

活動で牛滝川の清掃に行ったのですが、

様々な地区で様々な活動をやっておられ

る。それはそれでこれからもやらなければ

ならないし、それが地域・住民の力と思いま

す。今のアクティブシニアとの関係で言い

ますと、年配者であっても自分でできるこ

とならやってもいいと思われる方はたくさ

んおられると思います。今の清掃にしても、

私が長老扱いで迎えられましたが、やはり

我々世代の者でもできると、地区市民協議

会の役をやることもそうですが、高齢だか

ら何もできないと考えられる必要は何もな

いと思います。 

 では具体的にどのようにして自治基本条

例で謳われている市民参加を深めていくか

について、私の経験から二つほど実践例を

紹介させていただきます。観光のことです

が、自分の趣味で俳句や川柳などの文化活
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動を岸和田文化協会に籍をおきながらやっ

ております。だんじり祭があるので、だんじ

りのことを詠った俳句大会をやってもいい

のではと漠然と思い、でも自分がその音頭

を取るのはしんどいと思っていて、そんな

ふうに大層に物事を考えるとしんどいので

すが、今年の 2 月か３月ごろに岸和田川柳

会の会長さんの音頭で、「いよやかの郷」に

俳句や川柳を掲示していただく機会がござ

いました。いよやかの郷はそういう取り組

みをやっているということにもなります

し、作る側は作品を発表できるという両方

にメリットあります。いよやかの郷の２階

から３階に上がるところに展示コーナーを

作ってあります。これがだんだんと発展し

ていきまして、もしかしたらクリアしなけ

ればならない問題があるかもしれません

が、俳句とか川柳とかその他、文化活動に多

目的に利用できる部屋を確保したいという

ふうに話が進んでおります。何かアクティ

ブにアクションを起こせば、そういうこと

も広がる可能性が出てくるということを紹

介しました。 

 もうひとつの提案は、岸和田のまちづく

り市民会議にも参加させていただいていま

すが、その議論の中で、それはいいことや、

でも金はどうするねんとなって黙ってしま

うことがしばしばあります。しかし本当に

お金はないんでしょうか？税金納めてます

ね。それが回りまわって国からくる場合も

あります。市民税や固定資産税もあります。

そのお金の行方をきっちりと市民目線で調

べていく必要があるのではと感じていま

す。財源の問題は今の総務省、昔の自治省で

すが、ホームページを開けば決算書はすぐ

に手に入ります。市民目線で一人二人と仲

間を集めて、できることがたくさんあるの

ではないかと思います。大規模に物事を考

えるのではなく、自分や周りの人でこの指

止まれで一緒にやりませんか？というふう

に今後も活動を続けていきたいと思ってい

ます。 

 

堀内氏 

 観光 に文化 とお 金、納 税者の 権利 と

チェックというか、そういう視点で語って

いただきました。会場のみなさんは岸和田

のいいところというのは共有できていると

思いますが、市長さんが変わって４年にな

り、新たな総合計画案も作られていくわけ

ですから、今の岸和田をさらに住みやすく

するために、地域力を高めていくために、あ

るいは今日のメインであります、自治基本

条例という市民が自治の中心でまちをつく

るために、一番大事だと思う「キーワード」

を会場のみなさんから出していただけませ

んか？挙手をお願いします。それでは西出

さんからいきましょう。 

西出氏 

 日ごろの活動の中で感じるのですが、市

民自治都市を目指すとか地方分権を進めて

いくという話の中で、職員の方の地域に対

しての担当制というのですか、社協とは既

に 10 数年前からコミュニケーションが取

れているのですが、職員の方は何か特異な

問題が地域にあるときにだけ、専門家が来

てアドバイスして帰る、それで終わり。あと

は地域で考えるのか役所で考えてくれるの
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か分からない状況でこれまできた。そうい

うやりとりの中で、結果として地域は職員

が出てくると「あれはどうなってる？」「こ

ないだ言うたことまだできてないやん」「ま

た新しいこと提案してくれるらしいけど、

それより前に言うたことやってくれや」と

建設的でないバトルの繰り返しがずっと

あったように思います。最近は役所も市民

委員を募集して、自分たちのことは自分た

ちでまちのことを考えていきましょうと、

どんどん前向きになってきたと思います

が、日頃の付き合いの中で行政の方も気楽

に大芝の役員会等に出てきてもらって、｢大

芝地区はこういうこと考えてるのか｣とか

｢こういう課題があるのか｣とか、日頃から

コミュニケーションを結んでいくといいの

ではないかと思います。以上です。 

 

堀内氏 

 はい、ありがとうございました。それで

は、こちらの方どうぞ。 

 

井舎氏 

 春木町会連合会の会長、校区長をしてお

ります。この４ヶ月間校区長会議というの

を毎月開催しておりまして、それで行政の

方とお話しする機会が非常に多いです。私

の役割は、１２町町会長がありまして、市か

らの連絡事項とかを町会長に説明して、町

会長に町内回覧で「来年４月からゴミ袋が

有料化になるよ」とか連絡事項を回しても

らったりと、町会を通じて住民とコミュニ

ケーションを持つとか、住民と行政とのパ

イプ役などが主な仕事になります。 

 市の人たちと関わるようになってつくづ

く感じるのは、ズレが大きすぎることです。

今日のフォーラムのことも、５月過ぎに校

区長会議で案内があったんですけども、市

の職員はどれくらい市役所の中で勉強会し

ているのか、どれくらい知っているのか、本

当は市役所の人は知っているのが普通だと

思うのですが、たぶん知らない人のほうが

多いのではないかと思います。今日もさき

ほどボランティアの人が言っていましたけ

ども、ボランティアとか小地域ネットワー

クとかいろんな活動があるんですけども、

市民が求めていることと行政が考えている

ことには大きな乖離があって、一般市民の

人は行政が活躍しているとはおそらく思っ

ていない。なぜかというと、行政が一市民の

感覚で物事を考えてくれたらいいんだけど

も、どうもそうではなくて、やらなくてはい

けないと力が入ったような活動の内容に

なっていると思います。その点で市民と行

政との間に空回りが起こっているのではな

いかと思います。それを埋めるのが私たち

の一つの大きな仕事かなと思う今日この頃

です。 

 

堀内氏 

 はい、ありがとうございました。それで

は、前の女性の方どうぞ。 

 

中野氏 

 今日この会場に来て思いましたのは、年

齢層が高いなというのが正直なところで

す。若い年代ということで私が考えている

ことを述べさせていただきたいと思いま

す。先日の港まつりで、今までだったら近く

まで車で行ってたんですけども、今回は別

の場所に止めて、岸和田の商店街をぶらっ

と歩きながら岸和田のいいところを見つけ

ようと思い、歩いて花火大会の場所まで行

きました。私たちの年代は家のことやら子

どものこととかで手一杯でなかなか考える

余裕がなくて、今回は仕事でいい機会を与
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えてもらったなと思います。岸和田をどう

していこう、どこがいいのか？どうしたら

もっとよくなるのか?ということを考える

機会を私の世代の方から見つめ直していく

ことが大事と思いました。あと、職員の具体

的な意識とか、岸和田のよいところを自分

たち職員がもっと知らないといけないと思

いました。 

 

堀内氏 

 岸和田市役所を辞めて 12 年になるので

すが、若い職員の方とは知らなかった、あり

がとうございました。それでは、最後のご発

言ですが、今の会場の方の意見に触れてい

ただいて結構ですが、事務局に「なんで自治

基本条例をメインに出さないのか」と聞い

たところ「硬いから、そんなことしたら人が

集まらないから」と言って事務局も気にし

ているんですが、しかし４周年を記念する

大阪で一番、全国で 7 番目にできた自治基

本条例で、外から岸和田はそういうまちと

見られているのですから、岸和田を住みや

すいまちにするために、自治基本条例をど

う生かしていくか、先ほど課題を出されま

したけど、それと自治基本条例をどう結び

付けていくのかというところを、最後に

語っていただいて、パネラーの最後のご発

言にしていただきたいと思います。それで

は稲富さんから。 

 

稲富氏 

 先ほどの校区長さんの言葉を聞いてすご

く励みになりました。条例を生かす前に、私

も関わらせてもらって難しいなと思いまし

た。まず条例の内容を知ることからかなと。

いきなり全部は無理なので、今日は町会長

の方もたくさんいらっしゃってるので、１

４条のコミュニティや１５条の地区市民協

議会のところをまず知ってもらうのが一番

かなと。自治基本条例推進委員会の作業部

会で議論となったのが、自治基本条例を

もっと分かりやすい形、例えばマンガで読

む冊子みたいな形にしたらいいのではない

かということです。それも含めて、自治基本

条例を作ってこられた方の想いもあるの

で、そういうのをビジュアル化したいと思

いました。もし実行するなら関わってみた

いです。それと社協とボランティアは協働

でいろんなことをしているので、実践でき

ているかなと思っています。私にとって自

治基本条例は、協働のまちづくり推進委員

会で委嘱を受けて市民活動や支援金の話を

したり、総合計画の市民会議の中で自治基

本条例の理念を頭に持ってきて決めようと

か話し合ったりと、関わらせてもらってい

ますが、私にとっては、先日の皆既日食みた

いなもので、これからもちょっとずつ学ん

でいきたいと思います。 

 

堀内氏 

 ありがとうございました。きちっと伝え

ていくとかよく知ってもらうとか、使える

ツールとか、マンガというのも面白いです

ね。関わった一部の市民の人だけが知って

いるというのは、力にならないですね。あり

がとうございました。それでは次井さんお

願いします。 

 

次井氏 

 今稲富さんの発言にもありましたよう

に、家で自治基本条例というのはどんなん

やと話していたときに、みなさんのお手元

のチラシを見せながら説明したんですが、

言葉が分かりにくいと妻に言われました。
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そして、なぜ自治基本条例が必要？とも聞

かれました。後ほど富野先生からもお話が

あるかと思いますが、なぜ必要なのかにつ

いては私はこう説明しました。例えば家の

前のどぶ板が壊れている。今までだと市役

所に言って直してもらおうとしてきた。で

もそれを続けていると市役所はいくらお金

があっても足らないと。だから自分の家の

前のどぶ板くらいは自分で直そうというよ

うなこと、そんなことは当たり前やという

ようなことを、法律的な言葉で順序だてて

述べているのが自治基本条例だと説明しま

した。それやったらよく分かったと言って

もらえました。 

 マンガとか、もう少し自治基本条例の中

身を分かりやすく解説するようなもので市

民に浸透させていくことが必要だと思いま

す。先ほど校区長さんのご意見の中で市の

職員がどれだけ自治基本条例を知っている

のかということが出ました。実は私、自治基

本条例推進委員をやっておりまして、その

作業の中で、市の職員が自治基本条例の中

身をどれだけ深く理解されているのかを調

べておりまして、先ほどの堀内先生の５択

で言うなら、職員全員が５のうち３くらい

は一応の理解をされているようです。５ま

でいっているかというと、稲富さんが言っ

ておられたように、もう少しくだけた中で

討論してということになるかと思います。

具体的に施策にどう生かしているのかを

つっこんで議論していく必要があるかと思

います。 

 今後どうやっていくのかについて私の決

意を申しますと、いろんな市民参加の形が

あると思います。協議会に参加するという

のも一つの形ですし、今日のシンポジウム

を聴きにくるというのも一つの市民参加だ

と思います。あるいは市に寄付をするとい

うのも一つの形だと思います。私のように

自治基本条例の審議会の委員に公募すると

いう形もあります。どうぞみなさんもそう

いうことで、このことに関心があるから発

言したい、という気持ちがあるなら、手を挙

げて発言ができるようになっております。

私が一番実践しているのは、市役所ではい

ろんな会議が公開の場で開かれておりま

す。広報には会議の傍聴のことも掲載され

ていますので、関心がある審議会の委員に

公募したり傍聴したりとかは、誰に相談す

ることなく実践できることですから、今後

も続けていきたいと思っております。 

 

堀内氏 

 ありがとうございました。それでは 30 代

の若い女性にしめていただきたいと思いま

す。 

 

芦田氏 

 先ほど稲富さんがおっしゃった「知らせ

る」「表現する」というのは非常に大事なこ

とだと思います。私が得意な分野も情報発

信だとかデザインだとかプロモーションな

んですが、これを使って岸和田のお役に立

てないかなと思います。最近かじやまちの

商店街で岸和田市外からボランティアでイ

ベントの手伝いに来てくれる大学生がいま

す。人と関わることが苦手な若者がいる反

面、人と関わることが上手な、コミュニケー

ションがとても上手な学生さんも多くて、

そういう外からのパワーをもらいながら岸

和田がもっとよくなっていけばいいのでは

ないかと思います。 

 そして、私も市民の一人として、市民の意

識改革が必要ではないかと思っていて、先

ほど女性の意見にもありましたが、普段何

かを考えようという時間もない中、１００
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年後の岸和田はどうなっているのかな、と

ちょっと意識することで、今できることと、

ちょっと先々のことまで考えてやらなけれ

ばならないことと、両方が必要ではないか

と思います。私にはまだ子どもはいません

が、例えば、子どもにお母さんの小さい時に

はこんなのがあったけど今はないんや、っ

ていうのはとてもさみしいと思います。そ

うではなく、努力して、別の形になったとし

ても、今こんな風になってるよ、こんなのが

あるよと言えるようなまちづくりをしてい

かなければと思います。それにはやはり自

治基本条例があって、みんなが同じ考え方

で思想があれば、解決方法はあるのではな

いかと思います。 

 

 

 

 

 

堀内氏 

 ありがとうございました。私のほうから

簡単にまとめさせていただきます。時間の

関係で全部振り返ることはできませんが、

共有されたこととこれからの行政と市民

のみなさんとの共通の課題というものを

私なりに提案して終わりたいと思います。    

 一つは後で富野先生にお話いただきま

すが、次井発言にあったように、大阪で一

番最初に自治基本条例を作った岸和田は

やっぱりすごいまちだということです。条

例は議会で議決しなければなりませんか

ら、行政と議会、これに市民を加えた３つ

が基本自治の三角形だと私は思っていま

す。岸和田の職員の水準は相対的に高い、

優秀です、でもまだまだ。議員さんたちも

非常に協力的にこの条例をつくったとい

う意義が市民の中にまだまだ浸透されて

いないにしても、そういうまちをめざそう

と。岸和田の方向性は、自治基本条例は行

政の財産ではなくて、市民の財産として生

かしていく必要があると、次井さんが繰り

返しおっしゃっていました。情報の周知徹

底や共有が弱いという批判はありました

が、条例自体が悪いという批判は一つもあ

りませんでした。問題は条例の中身を知っ

ていただくこと、それを一つの目標にし

て、地域活動や住民参加や市民と行政の協

働をどれほどつくっていくかという検証

を、もっとリアリティを持ってやっていく

必要があるかもしれません。 

 それから、課題を３つ挙げます。ひとつ

は、私が岸和田市役所を離れて１２年、今は

和歌山大学に通っておりますけども、和歌

山は市町村合併があって、５０市町村が３

０になったんです。和歌山県は来年には人

口１００万人を割ってしまうという、非常

に人口減少や都市部の過疎化も進んでいる

ところです。岸和田は非常に卓越した都市

的な魅力とか第 1 次産業とか文化とか祭り

とか、非常にいい資源、あるいは歴史や伝統

を持っているので、これは素晴らしいこと

だと思います。問題は自治基本条例をつ

くった４年前と比べて、首長が変わったり

国の政策が変わったりで、いろんな福祉や

教育に、あるいは商店街や若者の雇用に影

響が出ていますけども、どう具体的に行政

や市民生活や地域活動の中に生かしていけ

るかという検証が、やや表面的なのかなと

いう感じがいたします。ひとつは職員が相

対的に優秀ではありますけども、職員の世

代間の育成とか連鎖とかいうのも少し緩ん

ではいないか。あるいは先ほど町会長さん

や西出さんがおっしゃったように、地域の
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町内会、自治会の団体と行政の職員のコ

ミュニケーションというか、信頼関係を

持って協働して問題解決する力が以前より

は少し落ちてきてはいないか、そういうこ

とを検証すべきだと思います。 

 富野先生を前において失礼ではあります

けど、まちづくりはハードとソフトがあっ

て、岸和田は都市基盤において、祭りや文化

の面でも非常に住みやすい進んだところで

はありますが、いくらいい条例があっても

行政の職員や議員や市民がこれを財産とし

て生かしてうまく使って、住みよいまちを

つくろうという意欲とかハートとか意識が

ないと絵に描いた餅になります。岸和田は

今日出たテーマで言うと、もっと地域の住

民生活の中で自治基本条例の精神を具体化

すること。あるいは商業とか農業とか福祉

とか、生活で困った人々のライフミニマム

の問題とか、そういうことに自治基本条例

が、行政と住民との協働や住民参画のシス

テムや地域の自治づくりのシステムに役に

立っているなという実感を持たせる営みが

これから大事だろうと思っています。法律

や条例が国民生活や市民生活に根付いて花

を咲かすかどうかは４年や５年で解決する

ものではございません。10 年 20 年この条

例のよさを生かしながら、時には見直して、

岸和田でいつまでも住み続けたい、定住性

の高いまちであると同時にまちの経済や文

化や地域生活の活力が継続されるまち、若

い世代にバトンタッチしていくまちに、是

非この自治基本条例を生かして、行政のみ

なさんと議員のみなさん、共同制作責任が

あります、それを支える市民活動をもう少

し広げていっていただければと思います。

少し延長してしまいましたけれども、これ

でシンポジウムを終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 
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第２部 基調講演記録 

 

富野暉一郎先生 

 皆さんこんにちは、富野でございます。今

日は皆様にご迷惑をおかけしてしまいまし

て大変失礼いたしました。思いがけない事

になってしまいまして、お詫び申し上げま

す。 

 本当は私の話を先に聴いて頂きまして、

それからいろいろ議論を頂く予定でした

が、先に皆さんのシンポジウムを開いて頂

き、それぞれの立場から自分たちにとって

の自治基本条例ということでお話をしてい

ただいていると思いますので、私のほうか

らは、自治基本条例ってちょっと遠い感じ

がするという方が多いのですが、私たちの

生活に非常に大きな影響を与えるものです

ので、そのあり方について、皆さんがどのよ

うにこれを使って、まちづくりやそれぞれ

の皆さんの生活をよりよくしていくかにつ

いてお話ができればと思っております。 

 私が市長をやっておりました今から 20

年前の話しでございます。その頃ですが私

も、まちの憲法って、なぜないのだろうって

思いました。市長をやっていると、その当時

はいろいろ国から圧力は受けますし、いろ

んなやってはいけないことなど、市がやる

ことじゃないとか、いろんな制約を受ける

ことが多いです。なぜそういう風に、私は市

民の皆さんから選ばれて、市民の皆さんの

ためにこうしたい、ああしたいと思ってい

るのに、どうしてそんなに縛られなければ

ならないのかと、非常に悔しい思いをたく

さんしてきました。 

 そのひとつは、まちの行政といいますか、

市役所の仕事が法律に縛られているんで

す。その法律はたくさんあります。例えば、

地方自治法とか都市計画法とか、皆さんに

はお馴染みがないかもしれませんけれど

も、実際にはきちっと動いていくためには、

あるいはまちづくりをするために、あるい

は職員が皆さんのためにきちんと仕事がで

きるように、いろいろな法律があります。そ

れは、実はみんな国がつくったものなんで

す。私たちのまちは、本当は私たちが主権者

ですから、私たち自身が作っていかなけれ

ばならないのです。私たちの思いや、私たち

がこうしたいと思った事を、本当にみんな

で、その思いを遂げるために、私たちのまち

があるのですから、全国一律に決まった法

律ですべての事をやっていくというのは絶

対無理に決まっているんです。 

 だから、なんとかして法律で全部縛られ

てしまわないで、皆さんの気持ちを自分の

まちらしく表現していく、実現してくとい

う、こういうやり方ってないもんだろうか

と、すごく思いました。それにはいろいろな

やり方がありますが、一番基本的には、まち

が国が決めてしまった法律ではなく、私た

ちが作ったルールで動くようになれば、随

分違うんじゃないのかと思いました。 

 これは、皆さんもおそらくいろんな事が

法律ですっと言われてしまうと、なんとな

くあきらめてしまうことがあるのではない

ですか。たとえば道路交通法でスピード制

限が 60 キロで制限を過ぎてます、だから罰

金を払えと言われたら、これはあきらめま

すよね。私もあきらめます。勿論、このよう

な交通法規は全国一律にやらなければいけ

ないんですが、まちづくりのやり方とかで

すね、都市計画といって、何処にどういうも

のを作るか、たとえば図書館をどこに造っ

て、道路をどこに作って、そして、災害から

このまちを守っていくには、どうしたらい
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いのかという事については、国の法律が

あって、その法律に従っていろんな道路を

作ったり川を改修したり、そういうやり方

を国が決めてしまっているわけです。だけ

ど、本当はこのまちだったら道路はこんな

に幅が広くなくても良いとか、お年寄りが

多いので歩道も全部付けて、狭い道でも歩

道を作りたいとか、いろんな事があるはず

なんです。それを、やろうと思うと実はなか

なかできない。 

 だから法律や法律に基づいた、国の指導

や基準だけではなくて、私たち自身が、自分

たちのまちは自分たちのルールを作って生

活を良くしなければならない。こういう仕

掛けを作っていくことがすごく大事だと

思ったわけなんです。みなさんも、恐らくは

法律がどうとかいうことはご存じなくて

も、市役所に対して自分のまちでこういう

ことが起こっている、あるいは今私はこう

いう事で困っている、これを変えてほしい、

こういう風にしてほしいということがある

と思います。たとえば介護の問題、高齢者介

護なんかは特にそうなんですけれども、だ

いたい今だと、法律でこうなっているから

私たちはどうしようもありません、って答

えられることがすごく多いと思います。で

も本当にそれでいいんでしょうか？私はす

ごく疑問に思ったんです。法律はそうで

あったとしても、本当にこのまちの人たち

が幸せに生きるために必要なことであれ

ば、法律にはちょっと隙間を作ってもらっ

てもいいんじゃないか、ちょっと法律が曲

がってもいいんじゃないかと。これはです

ね、私は法学部におりますから、法学の先生

がこういう事を言うと実は困った事にな

るってこともあるんですけど、市長として

はすごくそう思いました。どうしたらいい

んだろうかって？ 

 そこで一つ思ったんです。国には憲法が

ある。憲法があるから、私たちの人権や生存

権あるいは、人間らしく生きるために、いろ

いろな権利が守られるんですね。その憲法

に従って私たちをいろいろ縛る法律ができ

ていて、自治体もそれに縛られている。それ

なら思い切ってまちの憲法を作ったらどう

なんだろうかと。法律でいちいち国に決め

てもらわないで、私たちのまちはこういう

風にまちを作っていくんですよと。そうい

うルールに従ってやっていけばまちは出来

るので、法律があっても私たちのまちづく

りを助けるためにその法律を使っていけば

いいんです。法律は縛られるものではなく、

私たちのまちづくりに使えるように、その

ために何か仕掛けはないものなのかと思っ

たんです。 

 それで、もう 20 年以上も前になりますけ

れど、当時は自治基本条例ではなくて、都市

憲章という言葉が使われていたんですけど

も、都市憲章条例というまちの憲法のよう

なものを作ろう思いました。役所の仕事も、

議会もそしてまちの皆さんの生活も、まず

そのまちの憲法が一番優先して、そしてま

ちの憲法が具体的にまちの人たちを豊かに

そして幸せにしていくために、法律や別の

ルールも生まれていくと、こういう風にし

たら違うのではないかと思いました。そも

そも岸和田市がおつくりになった自治基本

条例が今、全国でもたくさん出来てきまし

たけれど、その当時は全くありませんでし

た。でも私は、まちの憲法があれば、そうい

うふうに出来るに違いない、そうしなけれ

ばいけないんだとすごく思いました。 

 その時は残念ながら退任する間際でした

ので、うまくできなくて、大学の研究者に

なってからもずっと、何とかならないのか

なということで発言したり、勉強したりし
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てきたんですけども、ちょうど 21 世紀が始

まる2000年に2つの大きな事件がありま

した。一つは地方自治法を含めた地方自治

に関係した法律、400 本以上あるのですけ

れども、その地方分権のための法律を一度

に変えてしまう、地方分権一括法が施行さ

れました。これまで国はいろんな事で地方

を縛ってきました。福祉にしても環境にし

てもいろんな事を縛ってきた、国の仕事を

市にやらせてきたんです。私も市長の時、こ

ういう風に市民の皆さんに言ってきまし

た。「私は皆さんから選ばれた皆さんの代表

です、でも申し訳ないですが私を真っ二つ

に割って下さい。私の右半分か左半分は確

かに皆さんの代表ですから、皆さんの思い

を実現するためにおります、しかし残りの

半分は実は国なんです。」と。法律で市長は、

市民の立場ではなく国の立場で仕事をやら

なければならないという制度だったんで

す。市民が選びながら、実は市長は半分は国

の立場に立って、市民とは違う立場で仕事

をやらされる。これが中央集権であり、まさ

に市長はそういう立場にあるんです。 

 県知事は 7 から 8 割方がそういう状態

で、私が言ったのは、首から上だけが皆さん

の代表です、あと下は全部国なんですよと。

だから県知事さんや市長さんは、市民や県

民の皆さんの思いをなかなか実現できな

い、そういう事情がある事を理解してほし

いということを言ったわけです。こういう

状態が 2000 年の地方分権一括法の施行で

変わりました。それ以降、市長や知事が市民

の皆さんと全く違った国の立場で、国から

の目線で仕事をやらなければならないとい

う制度が全く無くなりました。 

 法律が変わって自治体というものは、そ

のまちの人たちのために、あらゆることを

自分の責任で自分でその仕事を決めて、市

民とともに地域づくりをやるんですよとい

うことを改めて法律で決めた訳です。これ

はすごく大きな違いです。市民に選ばれな

がら、今までどちらかと言うと国の仕事を

下請けさせられていた首長さんや知事さん

が、市民のために市民とともにまちづくり

を進めなければならないのです。国は命令

はしませんよ、勧告したり助言はするけれ

ども、命令はもうしませんよと、そういう風

になったんです。本当に地域がこうしたい

と思えばできるようになった。これは例え

ば先ほど言いましたように、もし地域の人

が本当にこうしてほしいと思っている法律

であれば、変えてもらってもいいんではな

いか、という事を実現したわけです。つま

り、特区という制度なんですが、法律は全国

では通用するけれども、例えばそのまちが

観光客を呼びたいと、観光客の人たちにい

いおもてなしをしたいので、どぶろくを昔

から造っていた伝統があるので、どぶろく

を自分たちで作って飲ませたい。これは今

までの法律では全然できなかった。ところ

がどぶろく特区という、どこかで皆さんお

聞きになったかもしれませんが、そのまち

だけが法律が適用されないで、一定の手続

きはあるのですが、おもてなしができるよ

うになった。それで観光客を呼んで、そのま

ちが賑わう一つの手段となると、こういう

事が出来るようになったんです。法律だけ

でも国づくりはするけれども、まちづくり

は法律だけではやらなくていいんですよと

いうふうに法律が大きく変わったんです。

これが 2000 年です。 

 また同じ 2000 年に、北海道のニセコ町

という小さな町、これは観光でも有名です

が、スキーシーズンには南半球のオースト
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ラリアの人たちが夏にスキーをやりたい

と、ニセコ町を訪れてスキーをする。今ニセ

コ町は、観光で賑わっているんです。そのま

ちが、自治基本条例というものを初めて日

本で作ったんです。つまり 21 世紀の初め、

西暦 2000 年というのは、記念すべき地方

自治の分権の原点、自治基本条例の原点と

いうことで非常に記念すべき年なんです。

そしてそのまちの憲法である自治基本条例

によって、全てまちのルールというものを、

自治基本条例に従ってそれに沿って作らな

ければならない。行政も市民も企業もあら

ゆる人たちが、その条例を守ってまちづく

りをみんなで協力していくという事が正式

に文章として明確化され、文章としてだけ

ではなく、条例という強制力を持った形に

しました。 

 よく都市宣言やまちづくり宣言などがあ

ります。私たち市民はこれこれこうしま

しょうということを宣言したものがありま

すね、これは何も強制力がないんです。とこ

ろが条例というものは、青少年育成条例な

どの条例がありますが、それに違反すると

罰金を科せられたり、あるいは警告を受け

たりします。それと同じように自治基本条

例も条例という法律そのものですから、も

しこれに違反したら、役所も、議員さんも市

民の皆さんも企業も条例違反となり、ある

一定の罰を受けたりすることになります。

罰を受けることは直接自治基本条例には無

いですけども、条例違反として、かなりきつ

くいろいろな事が言われます。特に自治体、

役所がこれに違反したら、自分自身が条例

を作っておきながら違反した、議員さんも

そうですが、ものすごく市民から批判され

ることになるわけなんです。そういう意味

で、今までの都市宣言とかそういうものと

は違って、私たちが自分たち自身を縛る、だ

けど自分たちを縛ることによってまちづく

りの方向が決まって、その方向にきちっと

統一的にみんなで協力してできる、そうい

う仕掛けになっている訳なんです。 

 私は今日、順番にいろいろなことをお話

ししようと思ったのですが、もうずいぶん

いろいろ皆さんもお話されていますので、

なぜ自治基本条例が必要かということと、

岸和田市の自治基本条例がどういう特徴を

持っていて、それをどういう風に皆さんの

まちづくりや、暮らしにつなげていけるん

だろうか、そのためにどういう仕掛けがあ

るのかというあたりに絞ってお話しをして

いきたいと思います。 

 自治基本条例が必要であるということは

先ほども申し上げましたが、これまで日本

ではあまりまちづくりということを意識し

てこなかったんです。けれど国とまちとい

うのは、実は昔から緊張関係にありました。

国が言うからまちが従ってきた、実はあま

り、そううまくいく関係ではなかったんで

す。例えば有名な例として、堺市は町人が

作ったまちですが、権力がある武士が作っ

た支配の仕組みとの間で、いろんな難しい

関係がありました。町人の力がだんだん強
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くなって、堺は堺として、自分たちの自治都

市をつくっていきました。しかし自分でや

りたいんだという時に、いろんな権力の側

から金をよこせ、いやそんなこと言っちゃ

いかん、などお互いにいろんな事があり、そ

れでも堺が持っていた町民の力によって、

堺を完全に服従させることができなかっ

た、そういう歴史もあります。 

 ヨーロッパなどではむしろそういう事は

当たり前です。だから都市やまちは国から

独立した存在であって、必要に応じて国と

協力すればいいんだと考えています。どち

らかというと当たり前に考えています。日

本では江戸時代に堺の力が育っていたもの

の、幕府はものすごく強く出ようとしたも

のですから、お上に従うのは当たり前だと、

ルールを変えるのはお上が変えるんだと、

そう考えられていました。だけど江戸時代

に全く自治がなかったのかというと、実は

そうではないんです。例えば、「町方」って

言葉をお聞きになったことがありますか。

これは堺だけではなく、大阪も京都も、ある

いは江戸もそうですが、例えば「火消」とい

う組織、これはすべて基本的に民間の人た

ちの集まりです。これはものすごく権力が

あって、しかも上から与えられた権力では

なく、火消しのためならば、例えば大名であ

れ武士であれ、屋敷を壊してでも消火する

という事が出来ました。そういう強い自治

組織があったわけです。町方は自分たちで

掟を作っていたのです。 

 つまり、お役人から言われて、こういう形

に作れと言われるだけではなく、自分たち

で火消しや夜回りをどういう風にする、あ

るいは防犯や防火をどういう風にする、そ

ういうルールを作って自分たちできちっと

守ってきたという歴史があるわけなんで

す。そしてまた農村にいけば「結（ゆい）」

という組織があります。 

 結局どんな時代でも地域の力が、自分た

ちが自分たちで守っていくという力がない

と、上手くいかないんだという歴史を、ずっ

と持っていたんです。日本の場合も、中央集

権で明治維新以降ずっと国は国造りをし

て、国造りに地域が協力する、国民が協力す

るという形でやってきましたが、お上が優

先だった。お上がまずあって、私たちがある

と思いがちなんですが、逆に言うと私たち

は、地域がしっかりしていないと、お上がい

くらいろんな事を言おうとしても実は統制

はとれないです。日本の国が、戦前にどうし

てあんな急速に欧米列強と肩を並べられる

ようになったのか、その理由の中には、やは

り地域がしっかりしていて、人を育てたり、

教育をしたり、その中で国からのいろいろ

な指令や通達などに対してもちゃんと踏み

込んでそれをやってしまうという力があっ

たということです。 

 これは必ずしもいいことばかりではない

のですが、力があったからこそ、日本の国力

が上がっていったのです。 

 それが戦後になってからずいぶん変わっ

てしまいました。岸和田市だけではありま

せん、日本全国どこもそうなんですが、どん

どん経済が豊かになってきました。経済が

豊かになってきて大変よかったんです。日

本は経済が豊かになったために、一人ひと

りが豊かになりました。個人だけではなく

て税金もたくさん余っているし、国が豊か

になって新幹線を造ったりあるいは高速道

路を造ったり、それから国民健康保険を

作ったりなどのいろんな制度を作って、市

民の皆さんの為に、教育から福祉から環境

からいろんな問題をきめ細かく対応してき
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ました。おそらく皆さんが外国に旅行する

と、世界で一番といっていいほど日本は暮

らしやすい国だなあと思われるのではない

でしょうか。 

 ところがこれには犠牲になったものがあ

ります。それは、政府がいろいろなサービス

をどんどん拡充していきます、自治体も皆

さんの意見を聴いてサービスをどんどんし

ていきます、公共サービスですね。その結果

どうなったかというと、皆さんが今まで実

は自分たちで協力しながらやってきた、お

互いに助け合いながらやってきたことが、

どんどん自治体に任せるようになってきた

んです。これは一見すると楽になります。

余った時間を自分のための活動に使いま

す。一人ひとりが豊かに生きるためには、必

要だという一面もありますけれど、そのか

わりみんなが今までやってきたことを役所

任せになる。あるいは政府任せになる。さら

に先に行くと、どんどん要求ばかりして自

分は何に責任を持つのか、自分たちが何を

やるのか、ということを忘れてしまう。だか

ら極端に言うと、隣にどんな人が住んでい

るかもわからなくなる。阪神大震災のとき

もそうですけれども、町内会がしっかりし

ているところは、皆さんがどういう状態で、

待っているかが分かるんですけど、そう

じゃないところでは、まったく分からずに、

特に誰がケガをしているかが分からずに、

役所がそれを把握するのに大変であった

と、そういうふうになってしまう。 

 今の世の中が豊かになった結果として、

人々のつながりが薄れていって、そして何

か自分一人が頑張っていれば何とかなるん

じゃないかと。でも一度負けてしまうとど

こまで負け続けるのかという恐怖心があっ

て、何とか勝たなければいけないとか、競

争、競争ってみんながこうお互いに、何とな

くしらじらしい関係で、お互いのことを知

らないで、自分だけのこと考えてしまう、社

会としてはまだるっこいです。 

 これは私が市長になってそんなにひどい

とは思ってはいませんでした。でも役所に

いると、全体が見えます。いかにみなさんが

地域全体を失ってしまって、自分たちで解

決すべきことが解決できなくなっているの 

か、非常によく見かけます。ちょっと声を掛

ければいいのになあと思うことでも声を掛

けられない。声を掛けるのがかえって悪い

のではないかと考えてしまう。声を掛ける

と失礼ではないかというところにまでいっ

てしまいます。そういうところでは社会の

力がものすごく薄れてきているんです。そ

うなってくると、私たちが考える本当に豊

かな社会とはどのようなものなのか。 

 たとえば、総選挙も近いですけれど、自民

党や民主党のマニフェストを見ると政党は

これだけのサービスをやりますよと書いて

あります。でもあのサービスだけで私たち

が安心できる世の中になると実感できるの

でしょうか。私はどうもそうは思えないで

す。やはり人間一人ひとりが、互いに助け合

えるような思いやりの心が通じるような、

そしてまちの中で自分たちがみんなで協力

して、何かを作り出すこと、ほのぼのと温か

いものが見えてくるようなところがまちの

中にないと、果たしてまちって言えるんだ

ろうか、と思うんです。だから、人が豊かに

生きるということは、物やサービスによっ

て豊かになるということだけではなくて、

人々がお互いに助け合えるし、お互いのこ

とを思いやりを持って生活ができる、なか

なか難しいことだけど、それが基本となっ

てまちがつくられる。これがすごく大事だ

と思います。 

 で、それをやるためには、私たちは何をし
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たらいいんだろうか。役所に任せていいん

だろうか、あるいは企業にたくさん給料を

払ってもらえばいいのか、そういうこと

じゃないと思うんです。やっぱり私たち自

身が、お互いにこのまちをこうしていこう、

岸和田はこういうまちだから、こういう風

に発展させていこう、そういうところをみ

んなで認め合って、じゃあこれでみんなで

いこうよと、子どもや孫たちが元気に育っ

てきて、岸和田のまちがもっと皆にとって

良くなってくるんだと実感を持てる、そう

いう事が必要と思うんです。 

 そのためには、例えば都市計画条例とか

環境条例とか、一つ一つが良くなることは

もちろん大事ですが、将来 50 年先、100

年先がどういうまちになっているのだろう

か、そういう遠い所にまでたまには目を向

けて、将来のまちはこうだから、自分はこう

いうことはちょっと我慢しておこうとか、

将来こんなまちにしたいのだから、こう作

るべきものはこういう形にしておこうとか

ですね、そういう風にやって 10 年先では大

して変わらない、でも 20 年になると相当変

わってきた、30 年先になったらあっすごく

変わったよねって、こういうのをまちの熟

成と言います。 

 日本は明治維新からとにかく先進国に追

いつくために、必死になっていろんなもの

を投入してきました。戦後は豊かになるた

めに、必死になって働いて、いろいろなもの

をつくってきたんです。でもそう考えてみ

ると、物を大きくするとか、どんどん追いか

けていくとかいうだけではなくて、もっと

「まち」というのはじっくりと、例えば、味

噌や醤油が一年ではできないが、3 年か

かったらいい味噌ができるとか、いわゆる

熟成っていうものなんですけど、まちもそ

ろそろ何かを追いかけて必死になって駆け

回る時代じゃなくて、そろそろ熟成させて

いく、本当にいい味を出していく世の中に

なってきたんではないかと思います。いい

味を出していくためには、お互いに溶け

合って、その中からいい味になっていく、そ

ういうところが必要なんです。 

 実は私がそういう思いになったのは、市

長になってしばらくしてから、東ドイツが

崩壊して、ドレスデンというまちに行くこ

とが出来るようになった時なんです。そし

てそこに行ったときにドレスデンというま

ちに感銘を受けました。そこはヨーロッパ

の広島と言われていました。広島は原爆に

よって壊滅しましたね、原爆ではないんで

すがドレスデンというまちはヨーロッパの

中で最も壊滅的に、もう全く何もない状態

にまで壊されてしまったんです。そのドレ

スデンの市役所に、ある模型がありました。

それは破壊される前のドレスデンの姿だっ

たんです。その姿の一部に色が付いていま

した、戦後 40 年たってやっとここまでまち

が元に戻りました。あと我々は 40 年かけて

残りを元に戻していくんですと。つまり、

80 年かけて自分たちのまちを、もう一度あ

のドレスデンのまちに元に戻していくとい

うことを彼らはやっているんです。 

 これを見て、日本のまちづくりは 10 年単
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位でやってきたが、100 年先のことは考え

てなかったなあとつくづく思ったんです。

100 年先のことまで考えるのはすごく良

いことだと。例えば、10 年の単位ではとて

も考えられない大きな工事、このまちで

1000 億の工事って考えられますか。10 年

ではたぶん考えられません。でも 100 年

だったらもしかしたら 1000 億のお金を分

散して、少しずつあるものにかけていって、

そういう風にして姿を作っていけば、100

年かかったら本当に理想的な 1000億かけ

て作らなければならないようなものができ

るかもしれない。そのためには邪魔なもの

はできるだけ作らない、お金をかける時に

は、それに合っているものを造っていくた

めに、少しずつため込んでいくという、そう

いうやり方ができる訳なんです。 

 そろそろ日本は経済成長が終わりまし

た、世界的にみても資源は限界です。地球も

限界です。だとしたら持続可能性といって、

地球的限界の中で資源を大事にし、人々の

つながりを大事にし、そして今まで使った

ものをもう一度使う、リサイクルして循環

して使っていく。その中でゆっくりとした

まちづくり、そして本当に味のあるまちづ

くりをやっていくことが必要だとしたら、

やっぱり 100 年先 50 年先を見通して、こ

のまちをどういう風にしたらよいか、その

まちをつくるために私たちはどのようにお

互いに協力しあったらいいのか、こういう

ことはやめとこうよね、こういうことは、試

していこうよねってことです。そこをまず

基本的に、みんなで合意することによって、

例えば市長さんが変わっても、議員さんが

変わっても、そして私たちが死に絶えても、

次の人たちがこの世の中を動かすように

なったとしても、基本的な骨組、つまり背骨

ですね、これがすっきり決まっておれば、私

たちの思いが次の世代に、そしてまた次の

世代にと残っていきます。そして私たちの

思いに新しい時代の人たちの想いが重なっ

て、より良いものができてくると、こういう

まちづくりです。 

 自治基本条例は条例という形のもので

す。でもその中には、魂が込められていると

思って下さい。普通、法律や条例というもの

は魂の問題ではなくて、仕組みの問題です。

でも憲法には前文があります。私たちは、国

際協調主義で行くんだ、平和主義でいくん

だという、私たちの国造りはもう戦争をや

らずにすすめていくんだ、という熱い思い

が込められているじゃないですか。それと

同じように、自治基本条例には思いがあっ

て初めてできるものなんです。ですから岸

和田市の自治基本条例を読んでいただくと

お分かりになると思いますが、私本当に岸

和田市の方々の思いが伝ってきます。ああ、

この人たちはこういう思いで条例を作った

んだなあと、こういうまちづくり、やっぱり

やりたいんだなあと伝わってくるんです。

その思いが、この自治基本条例のまず 1 番

の基本なんです。それに従って、その思いを

実現するための仕掛けが、条例のいろんな

条項に込められていると、こういう風に

思っていただければ一番いいと思います。 

 ですから思いのところは、これからも

ずっとこう続くもので、私たちが大事にし

なければならない基本になる部分です。し

かし、仕掛けのほうは時代によって少しず

つ違ってきますから、中身が多少は変わっ

てくるけれども、やっぱり思いを実現する

ためにこそその仕掛けがあると、そういう

形になっています。そのへんのことを見な

がら自治基本条例を読んで頂ければありが

たいかなと思います。 

 次に自治基本条例には、いろんな形があ
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ります。ニセコ町がつくりました時は、特別

な事情があって、まちづくりに関する地域

の情報を行政だけが持っていて、時々見せ

るというのではなく、市民も企業もあらゆ

るところで、情報をきちっと共有して、その

情報によってこのまちを良くしていこうと

いう、情報共有。これによって市民が本当に

生き生きとまちづくりに参加できるように

しようと。こういう情報に特化した自治基

本条例なんです。それはやっぱりニセコ町

の条例の特徴なんです。 

 それに対して、岸和田の条例をみてみま

すとこちらも非常に特徴があります。基本

理念を見ると、人権の尊重、市政情報を知る

権利、市政への参画と協働のまちづくり、市

民活動の実践尊重。これは見ていて、言葉だ

けを見ていると、なぜこれが岸和田の特

徴って思う人がいるかもしれませんが、外

から見ていますと、まず、岸和田にはだんじ

りがあります。だんじりを支えている市民

の皆さんのものすごい結束力といいます

か、そういうものがありますが、これはまち

の皆さんの思いの中でどういう風になって

いるのか、私などは外からしか見えません

が、例えば市民活動の自主性の尊重はなる

ほどと思います。それはだんじりだけでは

ないと思いますが、だんじりの運営の仕方

なんかは役所そっちのけで行っているとい

う、市民の皆さんが強いって感じですね。言

葉自体はどこでも使っているような言葉が

使われているかもしれませんが、前文にあ

るように、歴史ある岸和田のまちづくりに

対する皆さんの思いとして、これからのま

ちづくりをこういう風にやっていきたいと

いう部分が、こういう風に出ているんだと

思えてしまうんです。 

 しかしこのまちづくりの基本条例は、自

治基本条例と言われているものですが、本

当に基本ルールですから、皆さんのまちの

中でのいろんな活動や生活そのものに直接

影響があるんだと言われても、たぶん皆さ

んも答えにくい、それから職員の皆さんも

具体的にこうですと、答えにくいところが

あります。 

 例えば、男女共同参画にどういう影響が

あるのかであったり、また直結して皆さん

の生活に具体的にどうかということは、実

は使いようだということを申し上げたい。

つまり、この自治基本条例そのものが直接

これをやりなさいと言うわけではありませ

ん。憲法もいろんな権利を国民に認めてま

すが、でもそれを具体的に私はこういう風

に権利を侵害されています、だからこれを

解決してほしいというのではなく、私は生

活の中でこういう問題に直面している、だ

からそれを解決するために憲法ではこれを

保障しているではないか、だから具体的に

私のためにこうしてほしいことになりま

す。これと同じように、私はこういう理由で

議会にこう動いてほしい、まちをこういう

風に作っていきたい、そういう皆さんそれ

ぞれの思いを具体的にこの自治基本条例の

それぞれに照らし合わせて、私はこれに基

づいてこういう風に要求するんです、私は

こういうことに基づいてこういうことを提

案しているんですと。こういうことをやっ

ていただくことによって、実は、自治基本条

例に書いている条項がまちの生活のため

に、あるいは皆さんの地域の生活の中に生

きてくるという構造なんですね。 

 ですから皆さん普通の条例とは違うこと

をご認識いただけたかと思いますが、この

条例が直ちに皆さんに、何かを与えてくれ

るというものではないということです。基
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本的に権利なんです、あるいは責務・役割な

んです。これは条例が与えるというより、皆

さんがプロセスの中でいろんな意見を出し

て、そして市民全体の意見を承らないとい

けませんから、そういう委員会をつくって、

市民参画をやって、それを行政で調整し、そ

して議会という市民の代表が承認してでき

たものです。 

 その限りにおいては皆さんのいろんな思

いが実現しているわけですが、これで直ち

に一人一人について、ある権利が与えられ

たからこうだということではない。そうい

う意味での条例ではないということを少し

ご理解いただきたい。例えば、まちづくり、

コミュニティ活動について具体的にこうい

う風にしたいんだと、自治基本条例に書い

てあるコミュニティ活動について私たちは

こういう風に理解して、こういう具体的な

展開をしたい、そのためには私たちはこう

いう事をやるから、行政はこういう対応を

してほしい、こういうような補助金をこう

いう風に変えてほしい。そういう形で皆さ

んが具体的に提案し、要求し、そして意見す

ると条例が生かされると思います。 

 そう考えますと、実は自治基本条例とい

うのは、少し皆さんが動かないと、動いてこ

ないものです。もちろん行政のほうは違い

ます、行政は例えば自治基本条例に書いて

あることであって、まだまちの仕組みに取

り入れてないことは当然のことながら、行

政自らの責任で取り組んで条例を作ると

か、仕組みを作るとか、政策を作るとか、そ

ういうことが当然出てきますよね。これは

これで当然やらなければなりません。皆さ

んが要求するかどうかは別として、行政と

してこういう条例があるわけですから、条

例があるにもかかわらず、それに基づいた

具体的なアクションが出来る状態にならな

ければ、まちとして困ります。だから皆さん

が実際に動こうが動くまいが、行政は真摯

にやらなければならないという事です。 

 これについては、自治基本条例推進委員

会という市民参加の委員会が立ち上がって

いて、これは私も関わらせていただいたん

ですけれども、行政と市民がお互いに自治

基本条例についてどういうところに穴が

あって、どういうところがまだ未整備なの

かなどや、こういう事を早くやらなければ

ならないのではないかとか、こういうやり

とりが既に起きています。でも、皆さんの生

活や皆さんの地域の課題、これについては

そういう風に行きません、一つ一つは。結局

皆さんが、いままであきらめていたこと、皆

さんがどうしていいか分らなかったこと、

これについてこの条例を読んで頂きたい

と。この条例で自分が考えたり、行き詰った

り、ちょっと困っている時に、どこに該当す

るのかなと考えて欲しいんです。 

もし自分が行き詰った時、例えば、なかなか

市に相談しても答えてくれない、ちっとも

教えてくれない、情報の共有ってあるじゃ

ないかと、例えばこういうふうになるんで

す。あるいは、小学校などの教育関係でです

ね、親と先生との関係についてなかなかう

まくいかないとか、いろんなことがありま

すね。あるいは商店街に活気が感じられな

いとか、そういうまちがたくさんあります

ね。そういう時に、自治基本条例をやっぱり

ちょっと読んでほしいんです。 

 この問題はここになんて書かれてあるん

だろう、この問題はじゃあこういう事に該

当するとしたら、どういう形で周りの人に

相談したり、あるいは、行政に相談したりす

ればいいんだろうかとそういう事を考えて

いただくと、実は非常に効果がでてきます。

なぜかというと、これは条例ですから守ら
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なければいけないという義務を行政は負っ

ているからです。守ることがどの程度義務

付けられているのかについては、程度の差

はありますけれども、書かれている以上は

このまちの基本的なルールで強制力があ

る。ですからやらなければならない。 

 そういう事をまず皆さんが、考えていた

だくと、受け身になったら自治基本条例は

死にますよと。皆さんはこの条例を何とか

使って、自分たちの生活やまちを良くして

いこう、そういう私たちの思いを何とかう

まく伝えていこうと思って、これを読んで

いただくと、いろいろな使い方が出てくる、

そういう事だと思います。たぶんこれから

先で大事なことは、皆さんがそういう事例

を作っていくという事です。今まで何か行

き詰ってしまったことを自治基本条例をど

うやって使っていったら良いか、少しグ

ループで相談してみて、こういう風に使え

るかも知れない、やってみたらできました。

それをみんなで共有する、例えばこういう

事をすればこういう事が出来ましたとい

う、市の広報紙に載せていただくとか、情報

を流してみたりとか、あるいは皆さん口コ

ミで、これをやったらこうなったという事

例を広げていただく。そういうことでまち

全体で、自治基本条例ってこういう風に

使っていけばいいんだということが見えて

くると、実は本当に自治基本条例は生きて

きます。 

 行政は行政として自治基本条例ができた

以上は、行政の穴のあるとこ、弱いとこを自

分の責任できちっと条例の整備をやってい

かなければならない。これが一つです。それ

が、皆さんの生活にいろんな意味で影響を

与えてくることが出てきます。それと同時

に、もう一つは、皆さんがこの条例を読んで

自分たちが今まで、手掛かりのなかった事

について、ここに手掛かりがあるのではな

いかなという目で読んでいただいて、この

条例を使ってこのようなことができるん

じゃないかと提案をしていただく。要求を

していただく。みんなでそんな運動を起こ

していただく。その中でこの条例が具体的

に生かされて、生かされたことが他の人た

ちにも浸透していくと。このような二つの

道で自治基本条例というものが生かされて

いくということです。 

 これらのことは、ぜひ今回出席していた

だいた皆さんだけではなく、市民の皆さん

に共有されるように、全ての行政、議員の皆

さんも、今日ここにご参加されている市民

の皆さんもそういう方向で頑張っていただ

ければと思います。 

 ここでひとつ最近のまちづくりの方向の

中で、すごく大事な動きが出てきておりま

す。それは言葉で言ってしまうと簡単です

が、ないものねだりよりも、あるもの探しを

やろうということ。これは岸和田でもずい

ぶんやっておられると思います。この前の

シンポジウムで堀内先生もおっしゃてまし

たが、岸和田には非常に豊かな資源があり

ますが、それを資源として理解しているの

だろうか。つまり何かに使ってやろうとい

う目で見ているんだろうか。いろんなもの

があるだけでは資源ではありません。何か

に使えるものとして磨き上げて、それをお

互い関連させあいながら、あるものとして

仕上げていくというプロセスが必要です。 

 今まではまちづくりっていうのは、国が

いろんな事をやってくれて、自治体が実行

するという形でやりましたから、自治体も

国に対しておねだりをしていました。市民

の皆さんは、いままで税金を払っているん
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だから、あとは行政にやってもらえばいい

じゃないか、こんな面倒くさいこと行政が

やるべきじゃないかとおねだりをしてい

た。それを何とかやってこれたのは、経済が

どんどん拡大していって税金も増えてき

た。だからまあまあってことで、議員さんも

いろんな地域の状況をふまえて要求したり

しますから、それを何とかやりとりして

やってきましたから、だいたいおねだりが

多い、要求が多いんです。それよりもこうい

う事をしたいから、私たちが思っているこ

とにこういう事で助けてくださいと、提案

型の話って意外と少ないんですよ。 

 岸和田はもう少し違うと思います。岸和

田は今までの話を聞いて、結構市民の皆さ

んが自分たちでこういう風にしたいんだ

と、だからこういう風にならないのかとい

う提案をずいぶんされているということを

聴きました。それは自治基本条例にとって

はいいことです。つまりそういう事をやろ

うとした時に、今までの仕掛けではうまく

いかないとか、こういう事は結構あるんで

す。 

 それを改めて自治基本条例に返すと、ど

ういう風に見えるのか、今まで出来なかっ

たことが出来るかも知れないという提案が

できる、そういう事もあります。ですから、

これからのまちづくりは、あるもの探し、そ

れは本当は自分たちが地域のものとして

持っていながら、気が付かなかったこと、あ

るいは、見えてはいるんだけどちゃんと見

えていなかったこと、そういう価値をみん

なで地域ごとに、学校単位で、あるいは自治

会単位でいろんなものをあるもの探しを

やって、あるものをどうやって生かして、私

たちはまちを熟成させていくのか、いいま

ちをつなぎ合わせて、いいまちとしてじっ

くりと育てあげていく中で、自治基本条例

を生かしていくことがずいぶん出てくるん

じゃないかと思います。 

 いずれにせよ、これからのまちづくりは

お金がないという事は皆さんご承知だと思

います。豊田市は、今まではトヨタ自動車が

儲かっていて、お金が有り余っていました。

そんなまちでも、今やとんでもないどん底

の状態です。日本全体、世界全体が、もはや

政府や、役所に何かおねだりをしてもひね

り出してくれる時代ではないということで

す。前々から言われてましたけれどリーマ

ンショック以降はますます明白です。たま

たま景気回復ということで借金を増やしな

がら政府や自治体が、公共事業を増やして

仕事を増やそうとしています、あれは当面

ちょっとは必要かもしれませんが、本質的

には借金を増やすことです。後先もっと厳

しくなります。だからトータルからいうと、

これから先財政が良くなるなんてことは絶

対期待できないと、こういう風に考えると

私たちが全部今あるものを食い尽くしてで

すね、全部あるものを使い尽くして、子ども

や孫たちが借金や環境汚染で苦しむと、い

う事があってはならないということは皆さ

んやっぱりお感じですね。だとしたらそう

ならないために、私たちは、おねだりをす

る、要求をするだけではなく、あるものを探

し出す、探し出したものを大事に育ててい

く、その大事に育てたものがつながって、ま

ちが熟成して、私たちがお互いに安心して

生活できる。しかも協力連帯しながら、温か

いまちに育てていく、そういう事がこの自

治基本条例の大事な要素になると思いま

す。 

 条例を改めて見ていただくと分かります

が、人権の尊重ってありますよね、これは当

たり前のことだと思われるかもしれません

が、今の日本で例えばニートの人たち、若い
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子たちが就職を 1 度すべっただけで、ずっ

と就職できなくなってしまう、そういう問

題は人権の問題ではないのでしょうか。若

い人たちが希望を持てないような社会って

明らかに間違っている訳です。だとしたら

人間が人間らしく生きることを考えなくて

はいけません。私たちのまちが人権尊重と

いったときに、そういう問題にどうやって

取り組むのだろうかということです。ある

いは介護保険がどんどん厳しい状況になっ

ています、それから漏れた人たち、あるいは

本当は必要としているのに受けられない人

たちはどうしたらいいのか、という深刻な

問題もあります。これもやっぱり人間が人

間らしく生きるためのシステムは政府だけ

では作れない、役所だけでは救えないとい

う事です。だとしたら、私たちまち全体でど

う取り組むか目の前の課題があるんです。

今は人権の尊重だけ言いましたが、市政へ

の参画にしても協働のまちづくりにして

も、それは単に私たちの思いだけでなく、私

たちの思いと活動とそれから役所が作るい

ろんな仕組み、そういうものとがうまく重

なり合って、つながりあって初めてそれが

出来てくるわけです。 

 いろいろ申し上げましたが、これからの

地域社会は人の心がつながっていく、共生、

共に生きると言いますが、人の心がつな

がって、そのつながり方が豊かさを感じさ

せると言います。本当に人間的な豊かさが

まちの中に回って来るかどうかが大事な要

素のひとつかと思います。もう一つは、私た

ちが豊かになって食べ尽くそうとしてい

る、あるいは使い尽くそうとしている資源

や財源について、そのままでいいのでしょ

うか。やはりそうではない、私たちは子ども

や孫たちに責任がありますから、私たちが

全部食べ尽くしてしまわない、全部使い尽

くしてしまわない、そのような仕掛けを私

たちのまちづくりの中で一緒に作っていか

なければならない。これを持続的社会とい

いますが、そういうような事をこの大きな

原則の中で、お互いにつながりあいながら、

そしてあらゆるものに自己抑制的にこのま

ちをずっと続けて、みんなが生き続けてい

けるように、この自治基本条例を是非使っ

ていただきたいと思います。 

 最後にもう一つだけ市民の皆さんにやっ

ていただきたいことがあります。それはこ

の条例に直接書いていませんが、自治基本

条例推進委員会という仕掛けがあります。

これは条例の見直しのところ、最後に書い

ていますが、条例は 50 年 100 年先まで

使っていきたいということで、思いはそう

いうふうに込められております。しかし現

実の社会は動いておりますし、実際にこの

条例で議論した時に、全てが議論し尽くさ

れているとは限らないですから、定期的に、

憲法とは違ってまちの問題ですから、５年

ぐらいの間にお互い議論して、議会も市役

所も市民の皆さんも本当にこれは実態に

合っているのか、こういうとこをもっと整

備したほうがいいのではないかと、条例自

身を見直していく。もっと使い勝手のいい、

もっと身近な条例にしていく、そういう事

がとても大事です。これがないと、どんどん

現実から乖離していく恐れがあります。 

 そしてこの条例の見直しの議論は議会や

行政だけでやるべきではない。これは自治

の基本条例ですから、市民の皆さんが直接

関わって、それの運用の仕方、使い方、ある

いは本当に機能しているかどうかのチェッ

クをしていく必要があります。岸和田市は、

幸いなことに自治基本条例推進委員会とい
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う見直しの委員会をつくって、今まさに、市

民の皆さんの参画の中でそういうことを

やっています。こういう事をやっているの

は実は全国でも非常にまれです。私は岸和

田市がすごくまじめにこれをやっていると

思います。なぜなら全国でものすごいたく

さん自治基本条例関連の条例があります

が、策定のプロセス、作る時のプロセスで本

当にきちんとした市民参加でやったという

のは実はかなり少ないです。岸和田市は確

かにそれをちゃんとやったまちの一つで

す。これは皆さん全体にはなかなか行き渡

らないんですが、全国的に見ても岸和田市

は実際にちゃんとやった自治体の一つで

す。 

 それから出来た後のフォローも、例えば

総合計画とこの条例との関係を一生懸命き

ちんと整理しようとしていますし、それか

ら新しい条例ですね、この条例をつくると

同時に関連５条例を作りました。最後に

フォロー、市民のみなさんがいつもこれを

チェックしてよりよいものにしていく。行

政でもし足りないところがあれば、市民の

力で補っていくという、そういう仕掛けも

きちんと市で作っておられると、そういう

ことを考えると、あと必要なことは、市民の

皆さんが本当にそういうことを受けとめ

て、きちんと動けるかどうか、非常に問われ

ているということです。 

 もう一つは、行政が、とはいえ本当にこれ

でよいのかと、本当にもっと市民のみなさ

んと一緒に広くこの条例が理解され機能す

るようにもっともっとやるべきことがある

ということです。常に反省しながらやって

いかなければならない。この２つの努力が

重なって初めて、このまちの憲法が本当に

50 年先 100 年先に私たちのまちを豊かに

していく。確認のために申し上げておきま

した。どうもありがとうございました。 

 

※ 質疑応答は省略 
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